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新たな過疎対策法の制定に関する意見書（案） 

 

過疎対策については、昭和 45 年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4 次に

わたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域にお

ける生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。 

しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放

置による森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫な

ど、極めて深刻な状況に直面している。 

過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふる

さとの地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の

保全、いやしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な

貢献をしている。 

過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、

それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。 

現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和 3 年 3 月末をもって失効すること

となるが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくため

には、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民

の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。 

過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健

全に維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄

与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実強化させることが必

要である。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき、意見書を提出いたします。 
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地方財政の充実・強化を求める意見書（案） 

 

地方自治体は、子育て支援策の充実と保育人材の確保、高齢化が進行する中での

医療・介護などの社会保障への対応、地域交通の維持など、果たす役割が拡大する

中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行やマイナンバー制度への対応、大

規模災害を想定した防災・減災事業の実施など、新たな政策課題に直面しています。 

一方、地方公務員をはじめとした公的サービスを担う人材が限られる中で、新た

なニーズへの対応と細やかな公的サービスの提供が困難となっており、人材確保を

進めるとともに、これに見合う地方財政の確立をめざす必要があります。 

このため、2020 年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、歳入・歳出を的

確に見積もり、人的サービスとしての社会保障予算の充実と地方財政の確立をめざ

すことが必要です。このため、政府に以下の事項の実現を求めます。 

 

記 

 

1 社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地

方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保をは

かること。 

2 子ども・子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生

活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社

会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保および地方財

政措置を的確に行うこと。 

3 災害時においても住民の命と財産を守る防災・減災事業は、これまで以上に重要

であり、自治体庁舎をはじめとした公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対

象事業の拡充と十分な期間の確保を行うこと。 

4 地方財政計画に計上されている「まち・ひと・しごと創生事業費」については、

自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現行水準を確保するこ

と。 

5  自治体基金は、財政調整や特定目的のために積まれているものであり、当該自治

体の財政に余裕があって積まれるものではない。従って、自治体基金の残高を理

由に交付税の削減等を強行しないこと。 

6 森林環境譲与税の譲与基準については、地方団体と協議を進め、林業需要の高い

自治体への譲与額を増大させるよう見直しを進めること。 



7 2020 年度から始まる会計年度任用職員の処遇改善のための財源確保をはかるこ

と。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき、意見書を提出いたします。 

  

 

 


